
別紙

【ご注意下さい！】インターネットオークションやフリマアプリ等で肥料を販売す

るには手続きが必要です！

１ 肥料の販売に当たっての届出について

インターネットオークションやフリマアプリにおいて、たとえ個人であっても

繰り返し又は繰り返す意志をもって肥料を生産・販売する場合は、「業とする者」

に該当します。肥料の販売を業とする者（以下「販売業者」という。）は、肥料

の品質の確保等に関する法律（昭和25年法律第127号。以下「法」という。）に

基づき、販売業務を開始した後二週間以内に販売を行う事業場の所在地を管轄す

る都道府県知事に届出を行うことが義務づけられています。

２ 肥料の生産にあたっての登録・届出について

インターネットオークションやフリマアプリにおいて、業として自ら生産した

肥料を販売する場合は、販売業者の届出だけでなく、

①硫酸アンモニアのような化学肥料、なたね油かすのような有機質肥料又はこ

れらを原料として配合した肥料は、銘柄ごとに登録又は届出（法第４条第１

項又は法第16条の２第１項）

②米ぬかや食品残渣を原料とした堆肥や草木を燃やした草木灰といった昔から

ある肥料（法第２条第２項の「特殊肥料」）は、事業を開始する一週間前ま

でに生産業者としての届出（法第２２条第１項）

が必要です。肥料の種類により必要な手続きが異なることから関係法令を確認の

上、必要に応じ農林水産省又は都道府県にご確認下さい。

３ 販売する肥料の表示について

インターネットオークションやフリマアプリにおいて個人で販売する場合も肥

料には肥料の品質の確保等に関する法律に基づき、法令に定める様式を用いて

①化学肥料や有機質肥料を原料として配合した肥料は、肥料の名称や肥料の成分、

原料、生産業者の氏名等を表示した「保証票」を添付する（法第17条、第18条）

②特殊肥料の内、堆肥、動物の排せつ物及び混合特殊肥料は、肥料の名称や原料、

成分量等を記載した「肥料の品質の確保等に関する法律に基づく表示」を表示

する（法第２２条の２）

必要があります。

また、市販の肥料を小分けして販売する場合には、販売業者が包装又は容器の

外部に上記のような保証票の添付又は表示することが必要です。肥料の種類によ

り必要な表示等が異なることから関係法令を確認の上、必要に応じ農林水産省又



は都道府県にご確認下さい。

４ ガイドライン等への明記

肥料を販売する方が上記１から３を遵守いただけるよう、出品者ガイドライン

や出店規約等にその旨の記載のご協力をお願いいたします。

５ ガイドライン等の遵守に係る注意喚起及び監視

出品者がガイドライン等を遵守することについて、注意喚起していただくとと

もに、遵守状況について監視し、違法性が認められる場合は必要な対応を講じて

いただくようご協力をお願いいたします。


